
 

 

 

（１） 医師及び歯科医師の臨床研修に関する業務 

① 概要 

平成 16年 4 月以降に免許を取得した医師には 2年以上、平成 18年 4 月以降に免許

を取得した歯科医師には 1年以上の臨床研修を受けることが、医師法、歯科医師法に

より、それぞれ義務づけられています。 

この臨床研修制度では、「臨床研修は、医師・歯科医師が、医師・歯科医師として

の人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学・歯科医学及び医療・歯

科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負

傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるも

のでなければならない。」との基本理念に則り、医師については都道府県知事が指定

した臨床研修病院において、また、歯科医師については大学病院又は厚生労働大臣が

指定した臨床研修施設において、各々作成される研修プログラムにより、研修が実施

されます。 

近畿厚生局では、臨床研修修了登録証の交付に係る業務や、医師の臨床研修費等補

助金の交付に係る業務のほか、歯科医師の臨床研修を実施する施設からの各種申請内

容等について、関係法令の定める基準に照らして審査を行うとともに、臨床研修施設

への実地調査を行っています。また、臨床研修制度が円滑に運用されるための啓発活

動などを実施しています。 

 

※ 医師の臨床研修に関する業務について 

医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 79 号）の施

行により、令和 2年 4月 1 日から、臨床研修病院の指定権限、定員設定権

限等が都道府県に移譲されました。 

 

② 実績 

ア 臨床研修修了登録証申請の審査の状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

医師 1,910 1,845 1,860 

歯科医師 304 326 338 

 

イ 新規指定等の審査の状況 

【歯科医師】                        

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

単独型臨床研修施設の新規指定申請 2 件 2 件 0 件 

管理型臨床研修施設の新規指定申請 1 件 1 件 1 件 

協力型(Ⅰ)臨床研修施設の新規指定申請 8 件 2 件 1 件 

協力型(Ⅱ)臨床研修施設の新規指定申請 0 件 9 件 12 件 

臨床研修施設の移転報告 0 件 1 件 2 件 

臨床研修プログラムの変更・新設届出 9 件 33 件 36 件 

8 医 事 課 



（注）単独型・・単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所を 

いう。 

管理型・・他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院又は診療所（単独

型を除く）であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。 

協力型(Ⅰ)・・他の病院又は診療所と共同して 3 月以上の臨床研修を行う病院又

は診療所（単独型及び管理型を除く）をいう。 

協力型(Ⅱ)・・他の病院又は診療所と共同して 5 日以上 30 日以内の臨床研修を行

う病院又は診療所（単独型を及び管理型を除く）をいう。 

 

ウ 実地調査の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

歯科医師臨床研修施設 8 件 7 件 8 件 



③ 臨床研修病院等府県別指定状況（令和 5年 3月 31 日現在） 

指定病院等数（府県知事（医師）、厚生労働省（歯科医師）が指定する病院等） 

 

医師 

臨床研修病院 

歯科医師 

臨床研修施設 

単独型かつ管理型の  

施設は管理型に計上  

基幹型 単独型 管理型 計 

福
井
県 

令和2年度 7  3 1 4 

令和3年度 7  2 1 3 

令和4年度 7  1 2 3 

滋
賀
県 

令和2年度   1 4  6 0 6 

令和3年度   1 4  6 0 6 

令和4年度       1 4  3 3 6 

京
都
府 

令和2年度 2 4  8 1 9 

令和3年度 2 4  8 1 9 

令和4年度 2 4  7 4 11 

大
阪
府 

令和2年度 7 3  14 7 21 

令和3年度 7 3  15 8 23 

令和4年度 7 2  20 9 29 

兵
庫
県 

令和2年度 4 6  17 0 17 

令和3年度 4 6  17 0 17 

令和4年度 4 6  12 7 19 

奈
良
県 

令和2年度 1 0  1 0 1 

令和3年度 1 0  1 0 1 

令和4年度 1 0  1 0 1 

和
歌
山
県 

令和2年度 9  3 0 3 

令和3年度 9  3 0 3 

令和4年度 9  3 0 3 

合
計 

令和2年度 1 8 3  52 9 61 

令和3年度 1 8 3  52 10 62 

令和4年度 1 8 2  47 26 73 

（注）医師臨床研修病院一覧（基幹型）は資料編の 100 頁～103 頁、歯科医師臨床研修

施設一覧は資料編 の 104 頁をそれぞれ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）看護師の特定行為研修に関する業務 

① 概要 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025 年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っ

ていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を

待たずに、手順書により、一定の診療の補助（例えば脱水時の点滴（脱水の程度の判

断と輸液による補正）など）を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。 

このため、実践経験のある看護師が厚生労働大臣の指定した指定研修機関の研修を

受講することにより、医師や歯科医師の判断を待たずに診療の補助の一部である特定

行為（※）を行うことができるようになりました。 

近畿厚生局では、効果的な研修が実施されるよう、新規指定申請や変更の申請・届

出を行った施設の研修計画の内容や設備、人員等について、関係法令の定める基準に

照らして審査しています。また、看護師の特定行為研修制度に関する周知活動などを

実施しています。 

 

※ 特定行為とは 

診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解

力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要と

される次頁の表「特定行為区分と特定行為と領域別パッケージ」のとおり

21 区分 38 行為と定められています。 

また、特定行為研修は、区分ごとに受講するよう定められているところ、

領域別パッケージ研修では、各領域において一般的な患者の状態を想定

し、特定の領域において実施頻度が高い特定行為をまとめています。 

 

② 実績 

新規指定等の審査の状況  

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4年度 

新規指定申請 14 件 10 件 9 件 

 

③ 府県別の特定行為研修施設の指定状況（令和 5年 3月 31 日現在） 

指定施設数（厚生労働省が指定する施設） 

 令和2年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

福 井 県 3件 3件 3件 

滋 賀 県 1件 1件 1件 

京 都 府 8件 9件 11件 

大 阪 府 17件 23件 30件 

兵 庫 県 9件 12件 12件 

奈 良 県 3件 3件 3件 

和歌山県 2件 2件 2件 

合 計 43件 53件 62件 

        

  



特定行為区分と特定行為と領域別パッケージ 



（３） 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関する業務 

①  概要 

国民が安心して医療を受けることができるためには、医療の質と安全性の向上が求

められています。 

近畿厚生局では、医療安全管理体制の強化の推進のため、医療事故の原因究明から

なる再発防止を図ることを主眼とし、管内病院の管理者、医療安全担当者等を対象に、

医療安全に関する知識の習得を目的として「医療安全に関するシンポジウム」を開催

しています。 

 

②  実績 

医療安全に関するシンポジウム 

開催年度 

（開催日） 
参加者数 テーマ 

令和 2年度 － （新型コロナ感染症拡大防止のため開催中止） 

令和 3年度 

（R3.12.8） 
233 名 

新型コロナウィルス感染症禍における医療

安全（オンライン開催） 

令和 4年度 

（R4.11.17） 
928 名 

多職種チームによるレジリエンスの発揮

（オンライン開催） 

 

（４）再生医療等の推進と安全性の確保に関する業務 

①  概要 

再生医療は、これまで有効な治療法のなかった疾患の治療ができるようになるな

ど、国民の期待が高い一方、新しい医療であることから、安全性を確保しつつ迅速に

提供する必要があります。 

このため、平成 26 年 11 月に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」（※）

が施行され、再生医療等の安全性の確保に関する手続きや細胞培養加工の外部委託の

ルール等が定められました。 

近畿厚生局では、当該法律に係る手続及び手続に係る相談業務を行っています。 

 

※ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律とは 

再生医療等について、人の生命及び健康に与える影響の程度に応じ、「第

1 種」「第 2 種」「第 3 種」に分類し、再生医療等を提供しようとする医

療機関が講ずべき措置を明らかにするとともに、再生医療等提供基準に基

づいた計画等の提出等、再生医療等技術や法律の専門家等の有識者からな

る合議制の委員会の認定等、特定細胞加工物の製造の許可・認定・届出等

の制度等を定めた法律です。 

 

 

  



② 実績 

ア  登録件数 

 
再生医療等 

提 供 計 画 

細胞培養 

加工施設 
合  計 

令和2年度 150 84 234 

令和3年度 161 79 240 

令和4年度 162 68 230 

 

イ  定期報告件数 

 
再生医療等 

提 供 計 画 

細胞培養 

加工施設 
合  計 

令和2年度 736 490 1,226 

令和3年度 627 459 1,086 

令和4年度 795 552 1,347 

 

 

（５）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療に関する業務 

① 概要 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」

（医療観察法）は、心神喪失又は心神耗弱の状態（精神障害のために善悪の区別がつ

かないなど、刑事責任を問えない状態）で、重大な他害行為（殺人、放火、強盗、強

制性交等、強制わいせつ、傷害）を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復

帰を促進することを目的とした制度です。 

近畿厚生局では、対象者の医療を行う指定医療機関の指定、地方裁判所の処遇決

定に伴う指定医療機関の選定、入院処遇決定となった対象者の指定入院医療機関

（※）への移送を行っています。また、この法律では、対象者の処遇を決定するた

めに、裁判官と精神科医（精神保健審判員）、必要に応じて精神保健福祉の専門家

（精神保健参与員）で審判が行われますが、その構成員を地方裁判所が選任するた

めの精神保健判定医及び精神保健参与員候補者の名簿の作成などを行っています。 

 

※ 指定入院医療機関とは 

指定入院医療機関とは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対 

する医療観察法による入院処遇を担当させるため、厚生労働大臣が指定した

医療機関です。 

 

  



実刑判決

裁判所

検察官

（心神喪失等を理由）

不起訴

無罪等

検
察
官
に
よ
る
申
立
て

地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
判

地域での支援
・精神保健観察（保護観察所）

・入院によらない医療（通院医療）
・指定通院医療機関については

・精神保健福祉法等に基づく援助
（都道府県・市町村等）

退院決定入
院
決
定

通
院
決
定

鑑
定
入
院

一般の精神保健福祉

平成15年7月成立・公布、平成17年7月15日施行

（心神喪失等を認定）

再入院決定

入院医療の提供
・入院医療（指定入院医療機関）
・設置主体は、国、都道府県、特定
独立行政法人（公務員型）に限定。
・入院期間の上限は定められていない
が、ガイドラインで18ヶ月程度を標準

医療観察法における入院医療及び通院
医療は厚生労働大臣が行う

刑務所

不
処
遇

（制度は、法務省・厚生労働省共管）

鑑定入院は、精神科病院 で実施（期間は
2ヶ月が原則）

心神喪失等で重大な他害行為を行った者に対して、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、
病状の改善及び同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進するよう、対象者の処遇を決定する手続等を定めるもの。

裁判官と精神保健審判員の合議制

逮捕・送検

起訴

としている。

処遇終了

設置主体制限はなし
（通院は、原則３年。必要があれば
２年を超えない範囲で延長可）

重大な他害行為
①殺人 ②放火 ③強盗 ④強制性
交等 ⑤強制わいせつ ⑥傷害
※①～⑤は未遂を含む

② 実績    

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

指定医療機関の指定 17 件 20 件 31 件 

指定入院医療機関の選定

（移送） 
36 件 44 件 39 件 

精神保健判定医の登録 158 件 151 件 148 件 

精神保健参与員の登録 114 件 114 件 108 件 

診療報酬請求の審査・支払 3,548 件   3,461 件 3,568 件 

   

＜医療観察法の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療観察法に基づく入院から社会復帰の流れ＞ 

 



（６）行政処分を受けた医師及び歯科医師に対する再教育研修に関する業務 

① 概要 

医師法及び歯科医師法の一部改正（平成 19 年 4 月 1 日施行）に伴い、国民に対し

安心・安全な医療、質の高い医療を確保する観点から、行政処分を受けた医師及び歯

科医師に対し、職業倫理を高め、医療技術を再確認し、能力と適性に応じた医療の提

供を促すため、再教育の受講を義務付けています。 

近畿厚生局では、1 年以上の医業又は歯科医業の停止の行政処分を受けた者を対象

とする再教育研修（個別研修）に関する業務として、研修における進捗状況の把握、

助言指導者の指名、個別研修計画書の受理、研修修了報告書の受理等を行っています。 

 

② 実績 

 ア 個別研修対象者 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

業務停止 1年～2年未満  
医師 1 名 0 名 2 名 

歯科医師 0 名 0 名 0 名 

業務停止 2年以上 
医師 0 名 0 名 0 名 

歯科医師 0 名 0 名 0 名 

 

イ 個別研修状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）臨床研究法に関する業務 

① 概要 

医薬品等を人に対して用いることにより、その医薬品等の有効性・安全性を明らか

にする臨床研究を法律の対象とすることとし、臨床研究の対象者をはじめとする国民

の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し、もって保健衛

生の向上に寄与することを目的として、臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委

員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供

に関する情報の公表の制度等を定める「臨床研究法」が平成 29年 4 月 14 日に公布さ

れ、平成 30 年 4月 1 日に施行されました。 

近畿厚生局では、臨床研究法に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者

の監督に関すること、臨床研究審査委員会の認定及び臨床研究審査委員会の監督に関

すること、報告徴収及び立ち入り検査に関すること等を行っています。 

 

  

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

個別研修計画書受理通知交付 
医師 1 件 2 件 0 件 

歯科医師 0 件 0 件 0 件 

個別研修修了証書交付 
医師 1 件 2 件 1 件 

歯科医師 0 件 0 件 0 件 



② 実績 

ア 実施計画の審査状況 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

実施計画（新規） 74 件 69 件 73 件 

実施計画（変更） 559 件 478 件 356 件 

実施計画（軽微変更） 0 件 0 件 335 件 

実施計画（研究中止） 4 件 4 件 5 件 

実施計画（研究終了） 44 件 71 件 66 件 

 

イ 管内の指定状況（令和5年3月31日現在） 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

認定臨床研究審査委員会 17 16 16 

 

（８）災害時における医療の確保の支援に関する業務 

① 概要 

 頻発、多様化する災害への対応等のため、近畿厚生局では、厚生労働省と連携を図

りながら、厚生労働省と府県との間の円滑な連絡・情報共有に向けた業務や府県に対

する支援業務や災害拠点病院の調査（視察）等を行っています。 

 

②  実績   

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

災害拠点病院の調査（視察）

件数 
― 0件 10件 

 

（９）医師少数区域等で一定期間を勤務した医師の認定に関する業務 

① 概要 

医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、そ

の中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労

働大臣が認定する仕組が創設され、令和 2年 4月 1日に施行されました。 

近畿厚生局では、当該認定に係る手続及び手続に係る相談業務を行っています。 

 

② 実績 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

医師少数区域経験認定医師 1件  5件  18件  

 

 

 

 

 

 



（10）地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務 

① 概要 

今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見

据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能

分化・連携を進めていく必要があります。 

こうした観点から、各都道府県は、各地域における 2025 年の医療需要と病床の必

要量について、医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）ごとに推計し、「地

域医療構想」として策定しています。 

その上で、各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、医療機関

の機能分化・連携に向けた議論・調整を行っています。 

近畿厚生局では、各構想区域における議論の状況等に関する情報の整理、地域医療

介護総合確保基金の適切・効果的な運用に向けたヒアリング参加、厚生労働省医政局

と重点支援区域関係者との間の円滑な連絡・情報共有に向けた調整など、地域医療構

想の達成に向けた取組みの推進に関する業務を行っています。 

令和４年 10 月１日からは、医療機関の開設者が地域医療構想の達成のため策定す

る２以上の医療機関の再編の事業に関する計画（再編計画）の認定及び当該再編計

画に基づき取得した不動産（土地、建物）に係る登録免許税の軽減措置を受けるた

めの証明書（租税特別措置法適用証明書）の発行を行っています。 

 

 

地域医療構想について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



再編計画の認定について 

 

 

② 実績 

 令和 4 年度 

租税特別措置法適用証明申請 1件  

 

 


